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  目      次  
    

   規  則 

 ○富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町  

  村が処理する事務の範囲を定める規則及び富山県建築基準法施行規則の  

  一部を改正する規則                        １ 

   公  告 

 ○落札者等の公示                          ２ 

 ○県有財産に係る一般競争入札の実施                 ３ 
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規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理 

する事務の範囲を定める規則及び富山県建築基準法施行規則の一部を改正する規則 

を公布する。 

  令和６年10月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第41号 

   富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市 

   町村が処理する事務の範囲を定める規則及び富山県建築基準法施行規 

   則の一部を改正する規則 

 （富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処 

 理する事務の範囲を定める規則の一部改正） 

第１条 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村 

 が処理する事務の範囲を定める規則（平成12年富山県規則第35号）の一部を次の 

 ように改正する。 

  第２条の表の14の項の右欄の第４号の３中「第18条第16項」を「第18条第20項」 

 に改め、同欄の第４号の４中「第18条第19項」を「第18条第28項」に改め、同欄 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年10月30日 
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 の第４号の５中「第18条第24項第１号」を「第18条第38項第１号」に改め、同欄 

 の第４号の６中「第18条第24項第２号」を「第18条第38項第２号」に改める。 

 （富山県建築基準法施行規則の一部改正） 

第２条 富山県建築基準法施行規則（昭和53年富山県規則第47号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  第27条第１項中「第18条第24項第１号及び第２号」を「第18条第38項第１号及 

 び第２号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年11月１日から施行する。 

                             （建築住宅課）  
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公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

落札者等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和６年10月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 落札に係る特定役務の名称 

  主要地方道富山魚津線道路橋りょう改築今川橋上部工工事 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県土木部管理課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年10月９日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  川田建設・佐藤工業主要地方道富山魚津線道路橋りょう改築今川橋上部工工事 

 共同企業体 南砺市苗島 4760番地 
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５ 落札金額 

   4,378,000,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  令和６年８月26日 

 

 

県有財産に係る一般競争入札の実施 

 県有財産の売却について、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定により公告します。 

  令和６年10月30日 

                                        富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する物件 
 

入札物件の 

所在地 

樹種 本数 

（本） 

立木材積 

（立方メートル） 

予定価格 

（円） 

富山県南砺市 

真川（講和） 

県営林 

スギ 1,924本 2,854.053㎥ 4,937,800円 

 備考 予定価格とは、あらかじめ県が定めた最低売払価格をいう。 

   （消費税及び地方消費税に相当する額は含めない。） 

２ 入札口数 １口 

３ 入札方法 出場入札 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

  富山県内において木材（素材（薪炭用材及びきのこ生産原木を除く。）、製材、 

 特殊用材（集成材等）及び木材チップ）の生産又は販売を業とする者とします。 

 ただし、地方自治法施行令第 167条の４第１項に規定する一般競争入札に参加す 

 ることができない者又は同条第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、 

 その事実があった後３年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使 

 用人若しくは入札代理人として使用する者は、入札に参加できません。 
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５ 入札心得書及び契約条項を示す日時及び場所 

 ⑴ 日時  

   令和６年10月30日（水）から令和６年11月27日（水）まで（日曜日、土曜日 

  及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

 ⑵ 場所 富山市桜橋通り５－13 富山興銀ビル４階 

      富山県農林水産部森林政策課森林整備係 

      電話番号 076-444-3386（直通） 

６ 入札保証金に関する事項 

 ⑴ 入札に参加しようとする者は、原則として、銀行が振り出した小切手（全国 

  手形電子交換所加盟店のもの）により 500,000円を入札保証金として入札執行 

  日の受付時間内に納めなければなりません。 

 ⑵ 落札者が納付した入札保証金は、契約を締結した後に還付します。落札者以 

  外の者が納付した入札保証金は、開札終了後、速やかに還付します。 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

 ⑴ 受付時間 令和６年11月28日（木）午前10時15分から午前10時55分まで 

   指定の受付時間を厳守願います。指定の受付時間に出場がなかった場合は、 

  入札を棄権したものとして取り扱います。 

 ⑵ 入札に参加する者に必要な資格の確認 

   受付時間内に富山県木材組合連合会の発行する木材業者等登録証の写し又は 

  過去２年以内の富山県内における営業実績を証する書類（決算書、木材取引に 

  係る契約書の写し等）を提出してください。 

 ⑶ 入札及び開札の日時 令和６年11月28日（木）午前11時 

 ⑷ 場所 富山市新総曲輪１番７号 富山県庁本館１階入札室 

８ 入札の無効に関する事項 

  富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17号）第94条及び別に定める入札心得 

 書第７条に該当する入札並びにこの公告に違反する入札は、無効とします。 

９ 入札書記載上の留意事項 

 ⑴ 入札書は別に定める入札心得書の所定の様式を使用してください。 

 ⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の10に相 
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  当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数 

  金額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、入札者は消費税及び 

  地方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契 

  約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載願います。 

10 現地下見案内 

 ⑴ 現地下見案内に参加を希望する場合は、令和６年11月13日（水）までに⑵に 

  連絡のうえ、⑶の集合場所に集合してください。 

 ⑵ 連絡先   富山県砺波農林振興センター森林整備課 

        電話番号 0763-32-8131 

 ⑶ 集合場所 城端ダム駐車場 

   （南砺市上原字大仏島811） 

 ⑷ 集合日時 令和６年11月14日（木）午後２時00分 

11 契約の締結及び代金納付 

 ⑴ 契約締結日は落札決定の通知をした日の翌日から起算して５日以内、立木代 

  金の納付期限は落札決定の通知をした日の翌日から起算して30日以内とし、立 

  木の伐採搬出は代金完納後でなければ着手できないものとします。 

 ⑵ 契約保証金は 500,000円とし、契約締結と同時に納付することとします。 

12 その他 

 ⑴ 現地下見案内に不参加の者が入札に参加された場合でも、現地下見案内にお 

  ける各種事項について、すべて了知されているものとみなします。 

 ⑵ 入札の執行に当たっては、この公告のほか、地方自治法、地方自治法施行令 

  及び富山県会計規則の定めるところによります。 

13 問い合わせ先 

  富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル４階 

  富山県農林水産部森林政策課森林整備係 

  電話番号 076-444-3386（直通） 
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  令和６年10月30日印刷発行 

           発 行  富    山    県 
                       富山県富山市新総曲輪１番７号    

                       電話富山 076―444―3153番 


